
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選
択
的
夫
婦
別
姓
の
導
入
な
ど
民
法
等
の
改
正
を
求
め
る
請
願
書 

 

一
九
九
六
年
二
月
に
法
制
審
議
会
が
民
法
改
正
の
答
申
を
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
当
初
か
ら
私
た
ち
は
民
法
改
正
を
求
め
て
請
願
活
動
を
続

け
て
き
ま
し
た
。
未
だ
に
実
現
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
は
大
変
残
念
で
す
。 

 

女
性
の
多
様
な
生
き
方
に
対
し
て
、
婚
姻
に
よ
る
姓
の
問
題
、
夫
婦
別
姓
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
沢
山
の
女
性
に
不
利
を
強
い
て
い

ま
す
。 

国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
日
本
は
様
々
な
国
連
条
約
を
批
准
し
て
い
ま
す
が
条
約
に
基
づ
く
国
内
法
の
整
備
の
遅
れ
に
つ
い
て
度
々
勧
告

を
受
け
て
い
ま
す
。 

国
際
的
に
も
男
女
の
不
平
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
民
法
の
改
正
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
を
要
望
い
た
し
ま
す
。 

 

一
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
導
入 

一
婚
姻
年
令
の
男
女
差
撤
廃 

一
女
性
に
だ
け
あ
る
再
婚
禁
止
期
間
の
廃
止 

一
戸
籍
法
に
お
け
る
婚
外
子
差
別
撤
廃 

  
 
 
 
 
 

年 
 

月 
 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

紹
介
議
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請
願
者
代
表 

 

住 

所 

衆
議
院
議
長 

  

参
議
院
議
長 

 

     

氏 

 

 

名 

     

住

 

 

 

 

 

所 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

取
り
扱
い
団
体 

公
益
財
団
法
人
日
本
キ
リ
ス
ト
教
婦
人
矯
風
会 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

〒 

一
六
九
―
〇
〇
七
三 

東
京
都
新
宿
区
百
人
町
二
―
二
三
―
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
三
―
三
三
六
一
―
〇
九
三
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
三
―
三
三
六
一
―
一
一
六
〇 

 

（
二
月
末
日
ま
で
に
取
り
ま
と
め
て
ご
送
付
下
さ
る
様
お
願
い
い
た
し
ま
す
。） 

 

 


